
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続分の売買に係る登録免許税 

Ｑ：遺産分割前に相続分を第三者に売却し

た場合に行う相続分の売買を登記原因とする

土地の所有権移転登録免許税には、軽減の特

例が適用されますか？  

 

Ａ：適用はありません。 

【解説】 

不動産取引により「売買」を登記原因とする

土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の

税率は、原則として1，000分の20ですが、平成

23年3月31日までにする登記については、1，000

分の10の軽減税率が適用されることとなって

います。 

軽減税率が適用されるのは、「土地取引の活

性化を図ること」が目的ですから、その対象は、

土地そのものを売買の目的とする場合に限ら

れるべきかと考えられます。 

ところで、相続分を譲渡することは、包括的

な相続財産全体に対する持分又は法律的な地

位を譲渡することであり、その相続財産に土地

が含まれている場合であっても、それはあくま

でも相続分の譲渡（売買）であり、土地そのも

のを売買したものではないと考えられます。 

したがって、遺産分割前に相続人から第三者

へ相続分の譲渡（売買）をしたものについては、

「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有

権の移転の登記であっても、登録免許税の軽減

措置の適用はないものと思われます。 
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